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協同組合の「協同」の意味

堀越 芳昭（協同総合研究所　顧問／山梨学院大学元教授・現非常勤）

　協同組合における「協同」はどのような
意味をもっているのか。それは一体化する
共同なのか。またそれは全部協同か、それ
とも部分協同か。協同によって個人の自立
性・独立性は損なわれるのか。「協同」を
めぐっては、その意味についてかなりの誤
解があるように思われる。そこで改めて協
同組合の「協同」の意味を考えていきたい。
まず「協同」をめぐる社会経済動向をみて
いく。

「協同」をめぐる社会経済動向

　バブル崩壊後の1990年代中ごろから、日
本社会に「自助自律・自己責任論」が政府・
経営者団体・マスコミ等によって高唱され
ていった。教育、年金、医療、介護、地方
改革、経済・雇用も、さらには企業の経営
も、従業員のあり方も「自助自律・自己責
任」の論理で押し通され、あらゆることが
個人の自助努力に委ねられたのである。そ
こでは、市場原理主義、競争万能主義、個
人主義、利己主義が蔓延していった。この
時期は「自助自律」や「自己責任」が強調
される一方、「協同」は虚構であり、「組合」
は過去のものとみなされる風潮も強まって

いった。「協同」よりも「競争」が、「他者」
よりも「自己」が、「未来」よりも「現在」
がより重要視され、「協同組合」は時代に
適合しえない「遺物」としてとらえられて
いた。協同組合は、もはや「協同組合」で
ある必要はなく、協同組合の「脱協同組合
化」あるいは「会社化」の方がより時代適
合的であるという風潮も強まった。
　そして2000年代に入って、社会経済は混
乱と破壊が進行し、年金問題や雇用問題、
経済的社会的格差の諸問題が噴出し、格差
社会に対する告発が高まった。さらに2011
年東日本大震災によって家族の絆やコミュ
ニティの役割が見直されていった。かくし
て「自助自律・自己責任論」は大きく後退
し、代わって相互扶助の理念が復活し「連
帯と協同」を志向する傾向が生まれてきた。
「協同」の再興傾向といえよう。
　しかし自己責任論や市場主義、競争万能
主義は依然強調され、加えて戦後レジーム
脱却論といった国家主義的傾向が台頭する
中で、「協同」を否定し農業も協同組合も
株式会社の利潤原理で支配していこうとす
る動きが強力に推進されてきた。協同組合
が推進する「協同」と、その「協同」を否

巻 頭 言



No.272

2015.7   3

定し大企業を中心とした利潤本位の経済シ
ステムを構築しようとする方向とのぶつか
り合いが展開しようとしている。まさに「協
同」が否定されるかどうかの正念場にか
かってきているようである。
　そうだからこそこうした問題に真正面か
ら向き合って、「協同」の意味を考え、そ
の重要性を改めて考えることが求められる
であろう。

「相互自助」「自立協同」としての「協同」

　「協同」については少なからず誤解があ
るようである。その誤解を解かなければな
らない。
　協同組合の「協同」は「相互自助」「自
立協同」としての「協同」である。この「相
互自助」は、1921年のICA（国際協同組合
同盟）第10回大会で採択された定款におい
て国際協同組合運動の目的とされた。のち
にＧ.フォーケ（ILO初代協同組合局長と
なったフランスの協同組合運動の指導者・
理論家）は、「相互自助」を協同組合の一般
原理であると主張した。1992年のICA第30
回大会におけるベーク報告では、協同組合
の基本的価値の検討を行った結論として、
「平等、公正、相互自助」を最も本質的な
価値とした。そして現行のICA定款では
ICAの目的は「相互自助と民主主義に基づ
いて世界協同組合運動を促進すること」と
している。
　このようにICAをはじめ国際協同組合運

動の基本理念として根幹的位置にあるのが
この「相互自助」である。これは人間観と
してみるならば、孤立した個人主義ではな
く、自立を損なう集団主義でもない。それ
は人々の相互の関係性を重視する関係主義
的人間観に由来し、「相互扶助」と「自助」
の２つの要素の統合されたものであり、他
の組織にはみられない協同組合の独自性を
発揮する基本原理であるといえよう。
　「相互自助」「自立協同」は自立性・独立
性を否定して一体化する共同（他力依存化）
ではない。また協同性を否定した自立性・
独立性（集団的エゴ化）でもない。「相互自
助」「自立協同」における協同の特質は、
自立・独立したものの協同、自立のための
協同にあり、自立と協同の相互関係、相互
扶助と自立の調和的統合にそれを求めるこ
とができる。すなわち自立性・独立性を前
提とした協同、自立性・独立性を志向する
協同である。
　〔付記〕 明治33年日本協同組合法である
産業組合法を成立させた政府責任者の平田
東助は、産業組合の「協同」についてはほ
とんど語らないで、もっぱら「自助、自治」
の精神を強調した。平田には「協同」の概
念はなかったのである。これに対して産業
組合の普及に専心していた農政官僚の柳田
国男は、「協同と自助」「共同自助」を産業
組合の基本理念においていた。柳田のこの
産業組合理念は、ここでの「相互自助」「自
立協同」と同義である。


